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ぅ
〉
〈
県
警
本
部
で
は
「
よ
そ
の
県
に
比
べ
、
〃
悪
書
″
の
指
定
が
少
な
ど
と
い
う
が
、
「
言
論
の
自
由

を
侵
す
」
と
県
議
会
な
ど
で
は
反
対
論
も
あ
る
。
ま
た
去
る
三
月
、
私
鉄
の
ス
タ
ン
ド
な
ど
を
調
べ
た
ら
、

「
〃
悪
書
″
を
買
う
の
は
、
青
少
年
よ
り
も
む
し
ろ
三
、
四
十
歳
の
男
が
多
い
。
お
と
な
が
〃
悪
書
″
を
家

庭
に
持
ち
こ
ん
で
い
る
」
と
い
う
結
果
が
出
た
〉

群
馬
〈
書
籍
雑
誌
小
売
商
組
合
が
「
不
良
雑
誌
は
こ
ど
も
に
売
ら
な
い
。
立
ち
読
み
も
さ
せ
な
い
」
と

申
合
せ
、
こ
れ
ら
の
本
は
県
が
決
め
た
赤
い
帯
封
を
巻
き
、
一
目
で
〃
悪
書
″
と
わ
か
る
よ
う
に
し
て
い
る
〉

埼
玉
〈
〃
悪
書
〃
に
指
定
さ
れ
た
本
は
、
や
は
り
赤
帯
を
巻
く
。
婦
人
会
、
青
少
年
団
体
な
ど
の
組
織

を
通
じ
て
「
赤
帯
追
放
運
動
」
を
呼
び
か
け
、
読
書
週
間
を
中
心
に
十
一
月
い
っ
ぱ
い
運
動
を
つ
づ
け
る
〉

滋
賀
〈
児
童
福
祉
審
議
会
が
音
頭
を
と
り
、
不
良
雑
誌
の
販
売
自
粛
運
動
を
実
施
中
。
し
か
し
、
県
警

本
部
で
は
「
近
県
で
自
由
に
売
ら
れ
て
い
る
の
で
効
果
が
半
減
す
る
。
一
地
方
だ
け
の
〃
悪
書
追
放
″
で

は
成
果
が
上
が
ら
な
ど
と
い
う
。
ま
た
青
少
年
問
題
協
議
会
な
ど
が
県
立
図
書
館
と
手
を
つ
な
ぎ
、
良

書
普
及
運
動
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
る
〉

鹿
児
島
〈
県
条
例
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
一
年
半
。
〃
悪
書
″
に
指
定
さ
れ
た
約
四
十
種
の
雑
誌
、
週
刊

誌
は
、
本
屋
の
店
頭
に
ほ
と
ん
ど
承
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
観
光
地
が
多
い
た
め
列
車
、
旅
館

な
ど
に
〃
悪
書
″
を
読
承
捨
て
て
い
く
旅
行
者
が
そ
う
と
う
あ
り
、
そ
れ
が
ク
ズ
屋
か
ら
ま
わ
り
ま
わ
っ

て
古
本
屋
、
貸
本
屋
の
店
頭
に
…
；
・
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
い
う
〉

青
少
年
条
例
制
定
の
動
き
が
浮
上

東
京
都
で
も
、
青
少
年
条
例
制
定
の
動
き
が
浮
上
し
て
き
た
。

『
警
察
研
究
』
六
四
年
一
○
月
号
に
、
東
京
都
青
少
年
問
題
協
議
会
の
委
員
で
、
警
視
庁
防
犯
部
長
だ
っ

た
吉
武
辰
雄
が
「
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
の
制
定
経
過
と
そ
の
周
辺
」
と
い
う
報

告
を
書
い
て
い
る
。
直
接
の
当
事
者
で
は
あ
る
が
、
経
過
を
〈
意
見
を
全
然
挿
ま
ず
に
述
べ
た
〉
と
い
う

の
で
、
吉
武
の
説
明
を
ベ
ー
ス
に
、
経
緯
を
追
っ
て
み
る
。

条
例
制
定
の
き
っ
か
け
は
、
六
三
年
一
○
月
、
東
京
・
台
東
区
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
の
都
議
会
請
願

だ
っ
た
。
〈
少
年
の
目
に
映
る
、
誇
張
さ
れ
た
性
的
、
犯
罪
的
社
会
悪
を
助
長
す
る
よ
う
な
映
画
、
そ
の

他
娯
楽
施
設
の
悪
ど
い
宣
伝
文
、
看
板
等
が
公
然
と
社
会
の
中
に
、
ほ
う
り
出
さ
れ
て
い
る
現
在
、
ど
う

し
て
も
行
政
面
の
措
置
を
ま
た
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
全
国
的
に
見
て
二
十
数
府
県
に
わ
た
っ
て
、
青

青
少
年
条
例
を
活
用
し
た
官
民
一
体
の
悪
書
追
放
運
動
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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法
に
中
央
も
地
方
も
な
い
も
の
の
、
出
版
業
界
で
は
、
（
地
方
）
条
例
の
積
承
重
ね
に
よ
っ
て
、
法
律
に

ま
と
め
ら
れ
、
出
版
規
制
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
み
て
い
た
こ
と
か
ら
、
法
制
化
で
は
な
く
中
央

立
法
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
書
籍
協
会
の
呼
び
か
け
の
結
果
、
雑
誌
協
会
、

取
次
協
会
、
小
売
全
連
の
四
団
体
で
組
織
す
る
出
版
倫
理
協
議
会
（
出
倫
協
）
が
一
二
月
二
一
日
に
発
足

し
た
。
発
足
声
明
は
、
〈
わ
れ
わ
れ
出
版
四
業
者
団
体
は
、
近
来
青
少
年
の
非
行
化
に
関
連
し
て
起
っ
た

低
俗
出
版
物
の
追
放
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
こ
こ
に
「
出
版
倫
理
協
議
会
」
を
結
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
従
来
の
倫
理
活
動
を
持
続
す
る
と
共
に
、
さ
ら
に
相
た
ず
さ
え
て
適
切
な
対
策
を
推
進
す
る
こ
と

た
ぐ
い

に
し
た
。
／
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
類
の
出
版
物
は
、
わ
が
国
出
版
物
の
全
量
か
ら
み
れ
ば
、

き
わ
め
て
僅
少
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
出
版
事
業
の
社
会
的
役
割
に
鑑
み
、
こ
れ
を
出
版
業
界

全
般
の
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
、
改
善
を
自
主
的
に
行
な
う
反
面
、
一
段
と
良
書
の
出
版
お
よ
び
普
及
に

努
め
、
四
者
の
協
力
態
勢
に
よ
っ
て
一
つ
に
は
青
少
年
保
護
育
成
の
世
論
に
こ
た
え
、
一
つ
に
は
出
版
の

自
由
と
責
任
を
守
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
〉
と
い
う
文
面
だ
っ
た
。
業
界
自
ら
「
低
俗
出
版
物
」
と
い

少
年
の
保
護
条
例
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
か
ら
見
て
も
、
こ
の
条
例
が
、
如
何
に
強
く
望
ま
れ

あ
ず
ま

て
い
る
か
が
明
確
な
の
で
あ
る
〉
と
訴
え
る
も
の
だ
。
さ
ら
に
、
東
京
母
の
会
連
合
会
は
、
東
龍
太
郎

都
知
事
や
警
視
総
監
な
ど
に
陳
情
を
し
た
。

た
だ
し
、
出
版
労
連
の
三
○
年
史
『
出
版
労
働
者
が
歩
い
て
き
た
道
』
（
高
文
研
、
八
八
年
）
で
は
、

「
法
務
省
・
警
察
庁
治
安
関
係
者
連
絡
会
」
な
る
組
織
が
東
京
に
条
例
制
定
を
勧
告
し
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
書
で
は
、
各
地
で
悪
書
追
放
に
立
ち
上
が
っ
た
書
店
は
警
察
の
「
指
示
」
や
府
県
の
て
こ
入
れ

を
受
け
て
い
た
と
し
、
甲
府
書
籍
商
組
合
の
不
良
雑
誌
締
め
出
し
の
報
道
と
相
ま
っ
て
、
都
条
例
の
制
定

が
動
き
は
じ
め
た
の
は
〈
あ
ま
り
に
も
タ
イ
ミ
ン
グ
が
合
っ
て
い
た
〉
と
記
す
。
警
察
・
行
政
と
新
聞
の

連
係
プ
レ
イ
を
臭
わ
せ
た
記
述
だ
。
ま
た
東
京
新
聞
元
記
者
の
長
谷
川
卓
也
は
、
母
の
会
の
ほ
か
台
東
区

の
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
も
〈
警
視
庁
へ
「
条
例
を
つ
く
っ
て
悪
書
を
取
り
締
ま
れ
」
と
要
望
、
同
庁
は
具
体
的

な
検
討
に
着
手
し
た
が
、
そ
の
骨
子
は
〃
青
少
年
へ
の
有
害
性
″
の
判
定
を
東
京
都
公
安
委
員
会
に
一
任

し
て
取
り
締
ま
る
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
た
〉
（
『
最
近
の
狼
褒
出
版
』
一
三
書
房
、
七
九
年
）
と
記
録
し
て
い

る
。
警
察
庁
は
六
○
年
三
月
、
「
少
年
警
察
活
動
要
綱
」
を
制
定
し
て
い
た
宍
九
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

こ
れ
ら
の
動
き
に
、
書
籍
協
会
の
「
出
版
の
自
由
と
責
任
に
関
す
る
委
員
会
」
は
六
三
年
二
月
五
日

の
会
議
で
、
東
京
都
の
青
少
年
条
例
は
「
中
央
立
法
」
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
絶
対
に
制
定
を
排

除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
他
の
出
版
業
界
団
体
と
と
も
に
対
策
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
立

う
用
語
を
認
め
て
し
ま
っ
た
弱
点
を
抱
え
て
の
出
発
で
あ
っ
た
。

請
願
は
二
月
、
都
議
会
総
務
首
都
整
備
委
員
会
で
採
択
さ
れ
、
知
事
は
一
二
月
、
青
少
年
問
題
協
議

会
に
条
例
制
定
の
可
否
を
諮
問
し
た
。

青
少
協
は
六
四
年
四
月
ま
で
協
議
を
行
っ
た
。
吉
武
の
記
録
で
は
、
自
民
党
都
議
の
委
員
は
〈
青
少
年
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に
低
俗
出
版
物
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
規
制
措
置
が
問
題
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
業
者
と
し
て
は

遺
憾
に
思
っ
て
い
る
〉
〈
こ
れ
ら
一
部
僅
少
の
出
版
物
を
規
制
す
る
た
め
の
措
置
が
、
全
般
の
言
論
出
版

の
自
由
に
累
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
良
識
あ
る
判
断
を
懇
願
す
る
〉
と
い
う
趣
旨
だ
っ
た
と
し
た
。
〈
後
に

此
の
団
体
の
責
任
者
の
方
々
と
わ
た
く
し
は
何
回
か
会
っ
て
、
直
接
の
陳
情
を
受
け
て
い
る
が
、
結
論
自

童
か

主
規
制
で
必
ず
目
的
は
達
し
得
る
か
ら
、
委
せ
て
欲
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
〉
と
も
付
け
加
え
た
。

出
倫
協
の
陳
情
書
を
確
認
す
る
と
、
当
初
は
法
的
規
制
を
や
め
て
ほ
し
い
と
「
懇
願
」
す
る
文
面
だ
っ

た
。
し
か
し
、
制
定
案
が
明
確
に
な
る
に
つ
れ
て
、
構
成
団
体
の
書
籍
協
会
は
「
絶
対
反
対
」
、
小
売
全

連
の
加
盟
団
体
で
あ
る
東
京
都
書
店
組
合
も
「
法
規
制
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
反
対
し
そ
の
削
除
を
要
求

す
る
」
と
い
っ
た
声
明
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
る
。

六
四
年
一
月
二
五
日
に
は
、
第
十
一
回
子
供
を
守
る
文
化
会
議
実
行
委
員
会
か
ら
陳
情
が
あ
っ
た
。
吉

武
は
〈
こ
れ
は
、
／
「
青
少
年
の
保
護
の
た
め
の
条
例
は
、
言
論
、
出
版
、
思
想
の
自
由
を
侵
し
、
憲
法

違
反
に
つ
な
が
る
も
の
で
、
子
ど
も
の
人
権
を
ふ
み
に
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
制
定
し
な
い
よ
う

に
」
／
と
い
う
も
の
で
か
な
り
激
越
な
調
子
で
あ
る
。
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
実
行
委
員

会
の
席
上
、
社
会
党
、
共
産
党
の
都
、
区
議
員
団
と
、
出
版
労
協
（
日
本
出
版
労
働
組
合
協
議
会
）
、
自
由

法
曹
団
、
日
高
教
（
日
本
高
校
教
職
員
組
合
）
、
新
婦
人
の
会
（
新
日
本
婦
人
の
会
）
、
民
青
（
日
本
民
主
青
年

同
盟
）
な
ど
の
諸
団
体
と
の
間
に
話
合
い
が
持
た
れ
た
結
果
、
「
青
少
年
保
護
育
成
条
例
を
阻
止
す
る
た

反
対
運
動
も
活
発
化

を
不
良
化
さ
す
傾
向
が
多
い
の
で
法
で
規
制
す
る
以
外
道
は
な
い
〉
〈
環
境
の
浄
化
が
徹
底
す
れ
ば
問
題

は
な
い
が
、
長
い
間
叫
ば
れ
て
き
て
も
徹
底
し
な
い
の
で
何
ら
か
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
〉
と
主
張
し
、

社
会
党
都
議
の
委
員
は
〈
子
供
だ
け
律
し
て
も
何
に
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
前
に
大
人
と
し
て
為
す
べ
き

仕
事
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
少
年
法
や
児
童
福
祉
法
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
憲
法
問
題
も
あ
る
の
で
、

充
分
に
検
討
し
て
結
論
を
出
し
て
も
遅
く
な
い
〉
な
ど
と
意
見
を
述
べ
た
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
の
委
員
か

ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
私
は
東
京
都
が
条
例
を
も
た
な
い
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。
何
が
故
に
他
県
に

さ
き
が
け
青
少
年
問
題
の
ぶ
ざ
ま
を
露
呈
す
る
の
か
〉
（
映
倫
事
務
局
長
）
、
〈
少
年
非
行
の
原
因
は
種
々
あ

る
が
、
環
境
が
非
常
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
〉
〈
先
ず
、
環
境
浄
化
の
条
例
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
〉

（
東
京
家
裁
少
年
部
首
席
調
査
官
）
、
〈
条
例
制
定
は
好
ま
し
く
な
い
。
た
だ
し
若
し
制
定
す
る
な
ら
ば
愛
護

を
中
心
と
し
た
も
の
を
望
む
〉
（
都
教
育
委
員
）
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

結
局
、
反
対
意
見
や
消
極
意
見
が
あ
り
な
が
ら
、
「
有
害
出
版
物
等
の
排
除
の
措
置
」
な
ど
を
求
め
る

答
申
が
知
事
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
反
対
運
動
も
活
発
化
す
る
。
吉
武
辰
雄
は
、
最
初
は
出
倫
協
に
よ
る
青
少
協
委
員
へ
の
陳
情
だ

っ
た
と
記
憶
す
る
と
し
て
、
陳
情
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
〈
少
数
業
者
に
よ
る
、
一
部
の
出
版
物
の
う
ち

１
１

１
１
１

１
１

１
１
国
１
１
１

咽
１
勺
河
川
別
旧
出
呵
旧
同
四
阿
凹
呵
旧
阿
Ｍ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
冊
ｍ
ｌ
ｍ
旧
ｍ
Ｌ
Ｍ
Ｍ
ｋ
吟
Ｆ
Ｉ
ｈ
１
１
４
４
１
４
晒
角
ｈ
ｂ
Ｈ
Ｍ
配
ｌ
Ⅷ
醐
刑
叩
肌
川
洞
Ｍ
四
Ｍ
別
冊
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ⅲ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
別
刷
Ｈ
Ⅱ
岡
Ｍ
Ｈ
囚
Ｈ
舸
側
切
伊
、
問
Ⅱ
岡
刑
Ⅲ
Ⅷ
Ｍ
円
岡
引
鼎
旧
Ｆ
価
Ｆ
Ｌ
Ⅲ
Ⅳ
旧
い
凪
』

【26127

I

L
－ －

－－

！心や－



’
戸
h
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伊

六
四
年
七
月
六
日
の
都
議
会
本
会
議
で
は
、
社
会
党
都
議
が
「
五
五
年
一
○
月
議
会
で
時
の
江
口
総

監
は
、
条
例
制
定
は
警
視
庁
の
権
限
で
は
な
い
と
答
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
警
視
庁
は
、
条
例
制

定
に
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
。
い
つ
か
ら
権
限
が
拡
大
さ
れ
た
の
か
」
と
質
問
、
警
視
総
監
が
「
す
で
に

二
三
道
県
で
こ
の
種
の
条
例
が
制
定
さ
れ
、
か
な
り
の
成
果
を
上
げ
て
お
り
、
運
用
に
弊
害
も
認
め
ら
れ

な
い
」
と
答
え
、
積
極
推
進
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

一
方
、
公
明
会
（
後
の
公
明
党
）
は
こ
の
日
の
本
会
議
で
、
条
例
制
定
に
反
対
と
表
明
し
た
。

審
議
が
付
託
さ
れ
た
総
務
首
都
整
備
委
員
会
の
構
成
は
、
自
民
党
八
名
、
社
会
党
四
名
、
公
明
会
二
名
、

共
産
党
一
名
で
、
自
民
党
か
ら
出
て
い
る
委
員
長
は
採
決
に
加
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
賛
成
・
反
対
が

都
議
会
で
青
少
年
条
例
を
可
決

断
固
反
対
の
立
場
を
対
時
さ
せ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
〉
（
『
青
少
年
保
護
条
例
・
公
安
条
例
』

「
青
少
年
保
護
条
例
の
沿
革
」
学
陽
書
房
、
八
一
年
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

提
出
さ
れ
た
条
例
案
は
、
吉
武
か
ら
見
る
と
、
〈
１
規
制
対
象
業
者
の
自
主
規
制
に
関
す
る
規
定
を

設
け
た
こ
と
。
／
２
不
健
全
な
図
書
類
の
規
制
に
つ
き
、
先
ず
知
事
の
指
定
に
よ
り
、
一
般
的
な
義
務

を
課
し
、
之
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
警
告
を
行
い
、
警
告
に
従
わ
ず
更
に
違
反
を
続
け
る
も
の
に
対
し

て
初
め
て
罰
則
を
適
用
す
る
こ
と
〉
が
〈
目
新
し
い
規
定
〉
だ
っ
た
。

め
の
連
絡
会
議
」
が
結
成
さ
れ
、
各
加
盟
団
体
が
、
自
主
的
に
条
例
反
対
運
動
を
強
化
す
る
こ
と
を
申
合

せ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
〉
と
書
い
た
。
都
議
会
に
制
定
案
が
提
出
さ
れ
た
六
月
に
は
、
反
対
運
動
は
盛
り

上
が
り
、
都
議
会
に
は
、
何
度
も
数
百
人
規
模
の
陳
情
が
あ
っ
た
と
い
う
。

〈
反
対
理
由
も
、
最
初
の
出
版
関
係
者
の
陳
情
の
内
容
よ
り
、
一
段
と
政
治
色
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
濃
厚

じ
ゅ
う
り
ん

に
な
っ
て
き
た
〉
〈
憲
法
違
反
、
人
権
躁
獺
、
検
閲
の
復
活
、
教
科
書
の
国
定
化
、
一
九
七
○
年
の
安
保

改
定
、
憲
法
改
悪
の
た
め
の
治
安
体
制
の
強
化
を
図
っ
て
の
条
例
制
定
だ
、
と
い
っ
た
宣
伝
が
極
め
て
し、

烈
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
〉
と
、
警
察
ら
し
い
分
析
も
な
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
、
吉
武
が
挙
げ
た
団
体
と
と
も
に
、
五
○
年
代
半
ば
の
悪
書
追
放
運
動
で
〃
活
躍
″
し
た
日
本
子

ど
も
を
守
る
会
も
、
条
例
制
定
反
対
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
法
律
家
団
体
や
女
性
団
体
、
あ
る
い
は

児
童
文
学
者
や
研
究
者
の
団
体
、
マ
ス
コ
ミ
関
連
労
組
、
教
職
員
組
合
な
ど
が
連
名
し
た
四
月
三
日
付
の

三
五
団
体
共
同
意
見
書
」
で
は
、
そ
の
意
見
書
提
出
団
体
の
筆
頭
格
だ
っ
た
。
会
長
の
羽
仁
説
子
は
、

都
議
会
の
聴
聞
会
で
条
例
制
定
に
反
対
を
訴
え
る
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
出
版
業
界
も
総
力
戦
だ
っ
た
。
吉
武
は
、
反
対
運
動
が
〈
組
織
的
に
激
し
か
っ
た
の
は
他
に

あ
ま
り
例
を
見
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
〉
と
振
り
返
っ
て
い
た
が
、
憲
法
研
究
者
の
奥
平
康
弘
は
〈
東
京

の
場
合
、
全
国
に
販
売
・
頒
布
さ
れ
る
ほ
ぼ
九
割
の
出
版
物
が
作
成
さ
れ
る
場
所
柄
、
こ
れ
に
対
す
る
規

制
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
出
版
界
に
と
っ
て
死
活
問
題
に
な
り
う
る
。
そ
こ
で
条
例
制
定
に
は
業
界
と
し
て
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な
だ

を
宣
言
し
た
と
こ
ろ
、
〈
反
対
委
員
は
委
員
長
席
に
詰
め
寄
り
、
廊
下
の
人
々
も
部
屋
に
雪
崩
れ
こ
み
大

混
乱
と
な
っ
た
〉
。
そ
の
後
、
本
会
議
が
開
か
れ
、
公
明
会
の
修
正
案
が
可
決
・
成
立
し
、
一
○
月
一
日

の
施
行
が
決
ま
っ
た
。
吉
武
は
、
警
察
の
関
与
が
弱
ま
っ
た
こ
と
に
悔
し
さ
を
に
じ
ま
せ
つ
つ
、
〈
政
治

色
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
た
協
力
が
あ
っ
て
い
い
〉
と
訴
え
た
。

新
聞
各
紙
は
、
「
強
行
採
決
」
と
見
出
し
を
立
て
る
も
、
「
条
例
が
骨
抜
き
に
な
っ
た
」
と
報
じ
て
い
る
。

『
朝
日
新
聞
』
は
社
説
で
〈
（
青
少
年
条
例
は
）
気
休
め
に
す
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
気
休
め
を
必
要
と
す
る

の
が
、
現
在
の
青
少
年
問
題
の
実
態
で
あ
る
〉
（
七
月
二
九
日
付
）
と
書
い
た
。

出
版
倫
理
協
議
会
の
布
川
角
左
衛
門
議
長
は
七
月
三
○
日
、
〈
出
版
物
の
取
り
扱
い
が
規
制
の
対
象
に

ま
こ
と
ざ
ん
き

含
ま
れ
た
こ
と
は
、
真
に
蜥
槐
に
堪
え
な
い
〉
〈
運
用
面
を
十
分
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う

談
話
を
発
表
し
た
。
新
条
例
で
は
、
「
不
健
全
」
指
定
だ
け
で
な
く
、
「
推
奨
図
書
」
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。

一
方
、
異
議
申
立
の
制
度
は
置
か
れ
な
か
っ
た
。
「
運
用
面
」
を
危
倶
す
る
の
は
当
然
だ
っ
た
。
以
後
、

「
不
健
全
」
図
書
指
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
「
推
奨
図
書
」
の
指
定
に
は
業
界
側
が
協
力
せ
ず
、

今
日
ま
で
〃
阻
止
″
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

半
々
と
拮
抗
し
て
い
た
。
会
期
末
の
七
月
二
○
日
に
な
っ
て
も
結
論
が
出
ず
、
条
例
制
定
案
の
審
議
未
了

を
理
由
に
、
会
期
は
二
七
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
。
二
四
、
二
五
日
の
両
日
に
は
、
聴
聞
会
を
開
い
て
参
考

む
し

人
九
人
の
意
見
を
聞
き
、
〈
（
主
婦
連
の
）
増
淵
氏
の
如
く
、
「
本
条
例
案
は
寧
ろ
遠
慮
し
過
ぎ
て
、
最
低

の
規
制
し
か
し
て
い
な
い
の
で
物
足
り
な
い
。
現
実
を
直
視
す
る
な
ら
条
例
は
絶
対
に
必
要
で
あ
る
」
と

い
う
も
の
や
、
内
藤
功
氏
（
弁
護
士
）
の
如
く
、
「
こ
の
条
例
案
は
オ
ィ
コ
ラ
警
察
の
復
活
で
、
育
成
の

名
の
下
に
強
大
な
権
力
を
知
事
に
与
え
る
も
の
で
許
せ
な
い
。
青
少
年
の
選
択
の
自
由
を
奪
い
、
見
ザ
ル

聞
か
ザ
ル
、
言
わ
ザ
ル
の
三
猿
状
態
に
追
込
む
も
の
だ
」
と
の
反
対
意
見
も
あ
っ
た
〉
（
吉
武
）
と
い
う
。

ほ
か
に
、
東
京
大
学
法
学
部
教
授
の
伊
藤
正
己
（
後
の
最
高
裁
判
事
）
、
出
版
労
協
の
役
員
（
中
央
公
論
社

労
組
出
身
）
ら
が
反
対
の
立
場
で
参
考
人
と
な
っ
た
。

最
終
日
の
二
七
日
、
〈
委
員
会
は
殺
気
だ
っ
た
空
気
が
流
れ
て
い
た
。
廊
下
に
は
大
勢
の
組
織
の
人
々

が
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
繰
り
返
し
、
傍
聴
席
も
満
員
で
、
騒
然
た
る
中
、
小
山
委
員
が
質
疑
打
切
り
の

動
議
を
出
す
や
、
更
に
け
わ
し
い
状
態
を
迎
え
た
〉
。
直
後
に
、
公
明
会
は
修
正
案
を
提
出
。
〈
１
立
入

調
査
を
す
る
者
か
ら
警
察
官
を
除
く
。
／
２
審
議
会
の
運
用
の
中
で
、
自
主
規
制
を
や
っ
て
い
る
関
係

団
体
の
意
見
を
聴
く
。
／
３
不
良
出
版
物
等
の
認
定
基
準
に
あ
る
粗
暴
性
、
恐
怖
感
は
拡
大
解
釈
さ
れ

お
そ
れ

る
虞
が
あ
る
の
で
除
く
〉
（
吉
武
）
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

採
決
動
議
が
出
さ
れ
、
社
会
。
共
産
の
委
員
五
名
が
反
対
し
、
残
り
の
九
名
が
賛
成
。
委
員
長
が
成
立

「
不
健
全
」
図
書
の
指
定

東
京
都
は
六
四
年
三
月
、
は
じ
め
て
八
点
の
「
不
健
全
」
図
書
の
指
定
を
行
っ
た
。
業
界
側
は
対
策
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Ⅲ

を
講
じ
、
自
主
規
制
団
体
の
意
見
を
聞
く
と
い
う
条
項
を
根
拠
に
一
二
月
、
東
京
都
青
少
年
対
策
部
と
懇

談
会
を
開
き
、
都
か
ら
提
示
さ
れ
た
指
定
候
補
誌
三
点
に
対
し
て
、
指
定
の
必
要
な
し
な
ど
と
主
張
し
た

も
の
の
、
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
は
す
べ
て
指
定
と
決
定
し
た
。
業
界
側
の
主
張
は
無
視
さ
れ
た
か
っ

こ
う
だ
。
た
だ
、
懇
談
会
は
「
諮
問
図
書
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ
会
」
と
し
て
毎
月
定
例
開
催
と
な
っ
た
。

そ
の
後
も
都
の
強
硬
姿
勢
は
変
わ
ら
ず
、
雑
誌
協
会
未
加
盟
の
出
版
社
の
雑
誌
の
指
定
に
限
ら
れ
て
い

た
も
の
が
、
大
手
出
版
社
の
発
行
す
る
一
○
○
万
部
近
い
「
婦
人
雑
誌
」
も
指
定
候
補
と
な
り
か
ね
な
い

雲
行
き
と
な
っ
た
り
、
「
不
良
図
書
が
後
を
絶
た
な
い
」
「
指
定
図
書
の
販
売
制
限
が
厳
守
さ
れ
て
い
な

い
」
な
ど
と
強
く
申
し
渡
さ
れ
た
り
し
た
た
め
、
六
五
年
五
月
に
は
出
版
業
界
は
具
体
的
な
自
粛
策
を
と

る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
。
連
続
三
回
な
い
し
は
年
五
回
、
「
不
健
全
」
指
定
さ
れ
た
雑
誌
類
を
出

倫
協
が
検
討
し
て
「
帯
紙
措
置
」
を
施
す
な
ど
と
し
た
自
主
規
制
の
申
し
合
わ
せ
だ
（
八
七
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

さ
ら
に
、
警
察
や
地
方
か
ら
の
圧
力
も
強
ま
っ
た
。
六
六
年
二
月
、
都
県
の
条
例
担
当
者
が
集
ま
る

関
東
甲
信
越
静
地
区
青
少
年
保
護
条
例
制
定
都
県
連
絡
会
議
で
、
東
京
都
の
条
例
以
外
に
も
対
応
す
る
自

主
規
制
措
置
を
求
め
ら
れ
た
。
続
け
て
六
七
年
二
月
に
、
警
視
庁
防
犯
少
年
課
が
六
六
年
中
に
二
二
タ

イ
ト
ル
の
雑
誌
が
条
例
制
定
都
県
で
延
べ
三
四
三
五
件
「
有
害
」
指
定
さ
れ
た
と
発
表
。
こ
の
な
か
に
は

雑
誌
協
会
加
盟
社
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。

結
局
、
出
倫
協
は
、
各
都
道
県
で
あ
る
一
定
数
の
指
定
数
に
な
っ
た
雑
誌
を
「
要
注
意
取
り
扱
い
誌
」

成
人
映
画
を
一
八
歳
未
満
に
見
せ
た
た
め
、
静
岡
県
青
少
年
条
例
に
違
反
し
た
と
し
て
映
画
館
主
と
切

符
係
が
書
類
送
検
さ
れ
た
と
い
う
『
朝
日
新
聞
』
（
六
六
年
五
月
二
五
日
付
）
の
記
事
の
脇
に
、
〈
悪
書
、

家
へ
持
込
ま
な
い
で
追
放
に
「
白
い
ポ
ス
ト
」
お
目
見
え
〉
と
い
う
見
出
し
の
記
事
が
載
っ
て
い
た
。

〈
二
十
四
日
、
東
京
の
国
電
巣
鴨
駅
出
札
口
に
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
「
白
い
ポ
ス
ト
」
が
す
え
付
け

ら
れ
た
。
子
ど
も
に
見
せ
た
く
な
い
雑
誌
や
本
は
こ
の
ポ
ス
ト
に
１
１
４
と
ポ
ッ
カ
リ
開
け
た
大
き
な
口
。

地
元
の
巣
鴨
母
の
会
が
作
っ
た
「
悪
書
ポ
ス
ト
」
で
、
通
勤
の
車
中
で
読
む
の
を
禁
止
で
き
ぬ
ま
で
も

「
せ
め
て
わ
が
家
へ
は
持
込
ま
な
い
で
」
と
い
う
母
親
の
切
な
る
願
い
と
い
う
。
／
チ
ラ
シ
五
千
枚
を
配

と
し
て
書
店
に
通
知
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
店
が
取
り
扱
い
の
停
止
や
販
売
上
の
配
慮
を
強
め
る
な
ど
の
措

置
を
取
る
こ
と
を
決
定
。
六
月
に
は
、
警
視
庁
の
資
料
を
参
考
に
し
て
、
累
計
三
○
回
以
上
指
定
さ
れ
て

い
た
一
六
誌
を
要
注
意
誌
に
指
定
し
た
。
以
後
、
累
計
指
定
回
数
を
見
直
し
つ
つ
、
半
期
ご
と
に
要
注
意

誌
の
発
表
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多
く
の
成
人
向
け
の
マ
ン
ガ
誌
も
常
に
対
象
に
な
っ
て
い
た
。

り
ょ
う
き
ち

た
だ
、
六
七
年
に
社
会
党
・
共
産
党
の
推
薦
で
美
濃
部
亮
吉
が
都
知
事
に
な
っ
て
以
降
、
東
京
都
は

け
ん
よ
く
て
き

謙
抑
的
な
姿
勢
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
雰
囲
気
は
鈴
木
俊
一
都
政
の
末
期
ま
で
引
き
継
が
れ
た
。

悪
書
追
放
運
動
の
拡
大

悪
書
追
放
運
動
は
、
さ
ら
に
熱
狂
的
な
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
。
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(一九五○年代から八○年代前半）第三章マンガ規制の歴史1

し
か
し
八
○
年
代
に
な
る
と
減
少
し
、
最
後
に
私
が
白
ポ
ス
ト
を
見
た
の
は
、
○
一
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

自
民
党
の
「
青
少
年
社
会
環
境
対
策
基
本
法
案
」
（
後
述
）
の
制
定
を
求
め
る
署
名
を
岐
阜
県
の
大
垣
市

役
所
が
町
内
会
を
使
っ
て
集
め
、
人
口
一
五
万
人
の
う
ち
九
万
人
以
上
が
署
名
に
応
じ
た
と
い
う
事
件
を

っ
て
呼
び
か
け
た
が
、
「
差
出
人
」
も
ポ
ッ
ポ
ッ
現
れ
、
い
ま
に
山
手
線
の
各
駅
に
作
る
、
と
お
母
さ
ん

た
ち
は
意
気
ご
ん
で
い
た
〉

写
真
に
は
、
着
物
姿
で
た
す
き
を
掛
け
た
高
齢
女
性
ら
三
人
が
写
っ
て
い
た
。

山
手
線
各
駅
に
「
白
ポ
ス
ト
」
を
設
置
し
た
い
と
い
う
彼
女
ら
の
希
望
は
、
間
を
お
か
ず
実
現
す
る
。

一
○
月
一
日
付
の
『
朝
日
新
聞
』
は
、
警
視
庁
少
年
一
課
が
東
京
母
の
会
連
合
会
に
協
力
し
て
、
白
ポ
ス

ト
を
つ
く
り
、
都
内
の
主
な
駅
四
四
カ
所
に
取
り
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
報
じ
た
。
〈
こ
の
白
ポ
ス
ト

は
高
さ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
郵
便
ポ
ス
ト
の
よ
う
な
も
の
で
、
少
年
に
見
せ
た
く
な
い
不
良
雑
誌
な
ど
を

投
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
日
午
前
十
時
半
東
京
・
霞
ヶ
関
の
警
視
庁
前
か
ら
ポ
ス
ト
を
ト
ラ
ッ
ク

に
積
承
、
各
方
面
に
配
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
並
行
し
て
上
野
、
池
袋
両
駅
前
で
は
母
の
会
会
員
が
「
読
ま

な
い
、
見
せ
な
い
、
売
ら
な
い
」
の
〃
三
な
い
運
動
″
の
街
頭
呼
び
か
け
を
行
う
〉
と
い
う
記
事
だ
。

地
域
に
よ
っ
て
「
や
ぎ
の
箱
」
「
ヒ
ツ
ジ
の
箱
」
「
悪
書
ポ
ス
ト
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
白
ポ
ス
ト
は
、
六

三
年
に
兵
庫
県
尼
崎
市
で
、
ド
ラ
ム
缶
を
白
く
塗
っ
て
街
角
に
置
い
た
の
が
は
じ
ま
り
と
承
ら
れ
（
『
読

売
新
聞
』
茨
城
版
○
九
年
一
○
月
二
日
付
、
「
白
ポ
ス
ト
曲
り
角
？
」
）
、
そ
の
後
、
全
国
に
普
及
す
る
。

取
材
に
行
っ
た
と
き
だ
。
ポ
ス
ト
の
正
面
に
は
「
少
年
を
良
い
社
会
の
中
で
育
て
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
が
書
か
れ
、
側
面
に
は
「
大
垣
市
明
る
い
青
少
年
都
市
市
民
会
議
」
と
「
大
垣
市
青
少
年
補
導

セ
ン
タ
ー
」
の
名
前
が
あ
っ
た
。
ポ
ス
ト
を
覗
い
て
み
る
と
、
菓
子
パ
ン
の
も
の
と
お
ぽ
し
き
包
装
紙
や

読
み
終
え
た
新
聞
紙
が
丸
め
て
捨
て
ら
れ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
。

全
国
の
青
少
年
育
成
団
体
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
婦
人
団
体
、
教
化
団
体
、
経
済
団
体
な
ど
が
結
集
し
、
国
や
都

道
府
県
の
条
例
担
当
者
ら
が
協
力
す
る
か
た
ち
で
、
青
少
年
育
成
国
民
会
議
が
結
成
さ
れ
た
の
は
、
六
六

年
五
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
関
係
業
種
と
し
て
、
書
籍
協
会
や
雑
誌
協
会
、
新
聞
協
会
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
も

構
成
団
体
に
加
わ
っ
た
。
結
成
大
会
に
は
一
五
○
○
人
が
集
ま
り
、
首
相
の
佐
藤
栄
作
を
は
じ
め
、
総
務

長
官
、
自
治
大
臣
、
文
部
大
臣
ら
も
来
賓
と
し
て
参
加
し
た
。
佐
藤
は
次
の
よ
う
に
挨
拶
し
た
。

〈
私
は
、
か
ね
て
か
ら
「
次
代
を
担
う
青
少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
こ
と
は
、
国
家
社
会
に
課
せ
ら
れ
た

重
大
な
責
務
で
あ
り
、
国
政
の
基
本
で
あ
る
」
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
青
少
年
育
成
国
民
会
議
の
発
足

を
大
変
力
強
く
感
ず
る
と
と
も
に
、
今
後
の
活
動
に
期
し
て
待
つ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
〉
〈
政

府
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
青
少
年
の
健
全
育
成
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
努
力
と
援
助
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
い
た
し
ま
す
〉
（
青
少
年
育
成
国
民
会
議
『
青
少
年
育
成
国
民
運
動
の
回
顧
と
展
望
』
一
九
九
六
年
）

翌
六
七
年
に
は
「
出
版
物
と
青
少
年
に
関
す
る
懇
談
会
」
を
開
催
、
七
三
年
以
降
「
青
少
年
と
映
画
、

出
版
物
、
広
告
物
に
関
す
る
懇
談
会
」
「
青
少
年
と
環
境
に
関
す
る
懇
談
会
」
と
名
称
を
変
え
て
、
毎
年
、
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(一九五○年代から八○年代前半）マンガ規制の歴史1第三章

都
道
府
県
民
会
議
や
市
町
村
民
会
議
が
結
成
さ
れ
、
そ
の
事
務
局
の
多
く
は
役
所
内
に
置
か
れ
た
。
官
製

の
市
民
団
体
が
市
場
に
出
回
る
出
版
物
を
監
視
す
る
態
勢
が
で
き
、
こ
れ
ら
の
関
係
者
が
業
界
団
体
に
自

粛
を
要
求
す
る
場
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

東
京
都
の
青
少
年
条
例
の
制
定
は
、
全
国
で
二
七
番
目
、
な
い
し
は
二
八
番
目
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

後
、
千
葉
、
島
根
、
徳
島
、
大
分
、
愛
媛
と
追
随
し
、
六
○
年
代
後
半
に
は
全
国
的
に
定
着
し
た
。
こ
の

こ
と
を
背
景
に
、
青
少
年
条
例
の
積
極
活
用
の
動
き
が
現
れ
て
く
る
。

作
品
性
の
高
い
マ
ン
ガ
で
読
者
を
掴
み
、
一
方
で
、
リ
ア
ル
な
表
現
に
よ
っ
て
劇
画
誌
も
人
気
を
博
し
た
。

社
会
に
異
議
申
し
立
て
す
る
全
共
闘
の
学
生
ら
の
間
で
「
右
手
に
（
朝
日
）
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
左
手
に
（
少

は
や

年
）
マ
ガ
ジ
と
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
流
行
っ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
だ
。

な
か
で
も
『
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
は
、
永
井
豪
の
「
ハ
レ
ン
チ
学
園
」
が
牽
引
し
て
少
年
マ
ン
ガ
誌
ト
シ

・
フ
の
部
数
に
迫
る
勢
い
だ
っ
た
（
連
載
終
了
翌
年
の
七
三
年
八
月
に
、
『
少
年
マ
ガ
ジ
こ
を
抜
い
て
部
数
ト

シ
・
フ
に
）
。
「
ハ
レ
ン
チ
学
園
」
は
、
六
八
年
か
ら
連
載
が
は
じ
ま
り
、
女
性
の
裸
や
ス
カ
ー
ト
ま
く
り
の

場
面
が
あ
っ
た
り
、
教
師
が
性
的
に
放
縦
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
た
り
と
、
物
議
を
醸
す
作
品
だ
っ
た
。

大
人
た
ち
か
ら
は
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
、
三
重
県
四
日
市
市
の
中
学
校
長
会
は

学
校
か
ら
の
追
放
を
決
議
し
、
県
に
対
し
て
「
有
害
」
図
書
に
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
と
い
う
動
き
ま
で

現
れ
た
。
校
長
会
が
動
い
た
と
い
う
の
も
、
学
校
を
舞
台
に
し
た
児
戯
的
な
表
現
の
承
な
ら
ず
、
教
師
批

判
の
臭
い
を
嗅
ぎ
と
っ
た
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

竹
内
オ
サ
ム
に
よ
る
と
、
三
重
県
青
少
年
保
護
審
議
会
と
青
少
年
育
成
県
民
会
議
は
、
連
名
で
集
英
社

に
「
俗
悪
本
を
発
刊
し
な
い
よ
う
」
要
望
書
を
送
り
、
県
下
の
校
長
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
婦
人
会
に
も
追
放
の

六
○
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
、
『
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
『
少
年
サ
ン
デ
ー
』
『
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
『
少
年
チ

ャ
ン
ピ
オ
ン
』
な
ど
の
少
年
マ
ン
ガ
誌
が
隆
盛
を
誇
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
性
や
暴
力
は
重
要
な
テ

ー
マ
と
な
り
、
マ
ン
ガ
は
子
ど
も
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
『
ガ
こ
や
『
Ｃ
Ｏ
Ｍ
』
は
、

育
成
者
や
都
道
府
県
の
職
員
ら
と
関
係
業
界
と
の
意
見
交
換
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全
国
に
は
、

穴
レ
ン
チ
学
園
」
「
ア
シ
ュ
ラ
」
等
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ

協
力
を
呼
び
か
け
た
と
い
う
。

特
定
の
連
載
マ
ン
ガ
が
問
題
視
さ
れ
、
掲
載
し
た
マ
ン
ガ
誌
が
次
々
と
「
有
害
」
図
書
に
指
定
さ
れ
る

″
事
件
″
も
七
○
年
に
起
き
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
秋
山
の
「
ア
シ
ュ
ラ
」
を
掲
載
し
た
『
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
は

三
マ
ン
ガ
・
劇
画
ブ
ー
ム
と
規
制
の
強
化
（
六
○
年
代
後
半
か
ら
八
○
年
代
前
半
）
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少
年
問
題
ｌ
大
人
の
オ
モ
チ
ャ
だ
っ
た
〃
青
少
年
″
』
（
橋
本
健
午
、
明
石
書
店
、
○
二
年
）
な
ど
を
参
考

に
し
た
。
橋
本
健
午
さ
ん
に
は
、
育
成
者
側
や
出
版
業
界
に
か
か
わ
る
貴
重
な
文
献
を
提
供
い
た
だ
き
、

す
え
い
ま

活
用
し
た
。
ま
た
、
本
文
で
は
一
部
に
、
。
有
害
」
コ
ミ
ッ
ク
問
題
を
考
え
る
』
（
標
沼
弘
敏
名
義
）
や

『
誌
外
戦
ｌ
コ
ミ
ッ
ク
規
制
を
め
ぐ
る
バ
ト
ル
ロ
イ
ャ
ル
』
（
コ
ミ
ッ
ク
表
現
の
自
由
を
守
る
会
編
、
創
出

版
、
九
三
年
）
、
お
よ
び
『
創
』
『
出
版
ニ
ュ
ー
ス
』
『
別
冊
宝
島
』
『
サ
イ
ゾ
ー
』
な
ど
で
執
筆
し
た
記
事

（
年
表
を
含
む
）
を
ベ
ー
ス
に
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

本
書
の
刊
行
は
、
東
京
都
で
「
非
実
在
青
少
年
」
規
制
が
持
ち
上
が
っ
た
際
、
平
凡
社
の
及
川
道
比
古

さ
ん
に
青
少
年
条
例
の
問
題
性
を
新
書
に
で
き
な
い
か
と
相
談
し
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、

マ
ン
ガ
を
切
り
口
に
し
た
こ
と
で
、
よ
り
身
近
な
問
題
と
し
て
、
永
年
の
課
題
で
あ
る
青
少
年
条
例
を
典

型
に
し
た
図
書
規
制
と
子
ど
も
（
青
少
年
）
差
別
の
一
端
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
及
川
さ
ん
、
橋

本
さ
ん
、
宮
台
真
司
さ
ん
を
は
じ
め
、
取
材
へ
の
協
力
、
資
料
の
提
供
、
示
唆
的
な
助
言
な
ど
を
し
て
く

だ
さ
っ
た
方
々
、
貴
重
な
記
録
を
残
し
て
く
れ
た
先
達
ら
に
感
謝
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
本
の
印
刷
・

製
本
・
流
通
・
販
売
に
携
わ
る
方
々
、
読
者
の
ゑ
な
さ
ま
に
も
、
あ
ら
か
じ
め
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

な
お
、
引
き
続
き
、
横
暴
な
図
書
規
制
と
子
ど
も
差
別
を
追
及
し
て
い
く
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
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